
報告第７号

収入総額

支出総額

差引金額

※差引金額は苫小牧市に返還します。

（歳入） 単位 円

予算現額 決算額 差 引 摘  要

2,984,000 2,984,000 0 市実行委員会運営経費

0 4 4 利息

2,984,000 2,984,004 4

（歳出）

予算現額 決算額 差 引 摘  要

総務・広報 2,984,000 1,560,897 1,423,103

賃金・共済費 1,108,000 0 1,108,000 会計年度任用職員賃金

報償費 300,880 300,880 0 シンボルマーク等報酬

旅費 692,000 512,610 179,390 八戸国体視察等

需用費 299,120 289,484 9,636 消耗品費

役務費 300,000 217,640 82,360 電話代等手数料

使用料及び賃借料 284,000 240,283 43,717 コピー機使用料

2,984,000 1,560,897 1,423,103

※賃金共済費は、苫小牧市予算で任用のため、実行委員会予算はそのまま返還

科目

科  目

合  計

市補助金

雑収入

合計

第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会
苫小牧市実行委員会ؙ<令和４年度収支決算書>

2,984,004円

1,560,897円

1,423,107円

第1号議案第1号議案





第2号議案



















































































第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会 

標章等使用取扱規程（案） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会

（以下「大会」という。）の開催にあたり、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「JSPO」とい

う。）が「公益財団法人日本スポーツ協会国民スポーツ大会関係標章の使用に関する規程」（平

成 23 年６月 24 日制定）に定める標章及び第 78 回国民スポーツ大会冬季大会北海道実行委員

会（以下「北海道実行委員会」という。）が定めるスローガンを使用する場合の取扱いに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（標章の定義） 

第２条 この規程において「標章」とは、次に掲げるものをいう。 

（１） JSPO が定める国民スポーツ大会マーク（図形） 

（２） 国民スポーツ大会マークを含めたシンボルマーク（図形） 

（３） 「国民スポーツ大会」、「国スポ」、「NATIONAL SPORTS FESTIVAL」及びこれら

の表示を平仮名、片仮名又はローマ字の文字に変更するものであって、同一の称呼及び

観念を生ずるもの 

（４） テーマ「新たな光へ！とまこまい国スポ 2024」のほか、「国民スポーツ大会」、「国ス

ポ」、「NATIONAL SPORTS FESTIVAL」を含む結合語又は造語 

２ この規程において「スローガン」とは、北海道実行委員会が定めたスローガン、「可能性を自

信に ～飛び立て未来の選手たち～」をいう。 

 

（使用許可権限の行使） 

第３条 前条第１項各号に規定する標章については、北海道実行委員会が JSPO から委任を受け

た使用許可権限を行使する。 

２ 前条第２項に規定するスローガンについては、北海道実行委員会が使用許可権限を有し、自

ら行使する。 

 

（公共目的による使用） 

第４条 標章及びスローガン（以下「標章等」という。）の使用について、その内容が次の各号の

いずれかに該当する場合は、北海道実行委員会会⾧（以下「会⾧」という。）は公共目的と認め、

無償で使用させることができる。 

（１） 資料又は無償で交付される記念品等についての使用であって、スポーツ活動又は大会の

開催に寄与すると認められるとき。 

（２） 出版物についての使用であって、スポーツの歴史や記録などスポーツ及び大会に関する

啓発内容を掲載すると認められるとき。 

（３） 一般へのスポーツ又は大会に対する理解や普及を図るため、その普及資料等を展示する

ものと認められるとき。 

第3号議案



（４） 北海道実行委員会からの広報啓発活動への協力依頼に基づき使用するとき。 

（５） その他会⾧がスポーツ活動及び大会開催に寄与すると認めるとき。 

（公共目的による使用の申請及び報告） 

第５条 標章等を公共目的により使用しようとする者は、あらかじめ「第 78 回国民スポーツ大会

冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等公共目的使用許可申請書」

（別記第１号様式）を会⾧に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、これを省略することができる。 

（１） 北海道実行委員会が使用するとき。 

（２） 国、地方公共団体、公益財団法人北海道スポーツ協会、北海道内各市町村体育・スポー

ツ協会及び北海道内各競技団体が使用するとき。 

（３） 大会においてイベント事業を実施する団体が使用するとき。 

（４） 保育所又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に掲げる学校が使用するとき。 

（５） 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。 

（６） その他会⾧が特に認めたとき。 

２ 前項の規定により、許可を得た者及び第１号から第３号、第５号のいずれかに該当する者が

標章等を公共目的として使用したときは、使用期間終了後３０日以内に「第 78 回国民スポーツ

大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等使用報告書」（別記第２号様

式）を会⾧に提出しなければならない。 

 

（公共目的による使用の許可） 

第６条 会⾧は、前条の規定による許可申請があった場合は、その内容が次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、許可するものとする。 

（１） スポーツ及び大会の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。 

（２） 標章等を正しい使用方法に従って使用しないとき。 

（３） 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。 

（４） 法令、公序良俗に反する、又は反するおそれのあるとき。 

（５） 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは

与えるおそれのあるとき。 

（６） 使用目的が明らかでないとき。 

（７） 大会協賛企業の協賛権利を侵害するおそれがあるとき。 

（８） その他会⾧が不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定による許可は、許可番号を付した上で「第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケー

ト競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等公共目的使用許可書」（別記第３号様式）をもっ

て行うものとする。 

 

（商業目的による使用） 

第７条 テーマ及びスローガンを商品、景品、広告宣伝等に使用する場合は、商業目的と認め、

有償で使用できるものとする。 



（商業目的による使用の申請及び報告） 

第８条 商業目的により、テーマ及びスローガンを使用しようとする者は、あらかじめ「第 78 回

国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等商業目的使用

許可申請書」（別記第４号様式）を会⾧に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により許可を受けて、テーマ及びスローガンを使用した者は、使用期間終了後３

０日以内に「第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会に係る

標章等使用報告書」（別記第２号様式）を会⾧に提出しなければならない。 

 

（商業目的による使用の許可） 

第９条 会⾧は、前条の規定による許可申請があった場合は、その内容が第６条第１項各号のい

ずれかに該当する場合を除き、テーマ及びスローガンの商業目的による使用を許可するものと

する。 

２ 前項の規定による許可は、許可番号を付した上で「第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケー

ト競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等商業目的使用許可書」（別記第５号様式）をもっ

て行うものとする。 

３ 会⾧は、第１項の規定による許可に際し、条件を付することができる。 

 

（商業目的による使用に係る使用料） 

第１０条 テーマ及びスローガンの商業目的による使用の許可を受けた者は、別表に定めるとこ

ろにより算定した額を使用料として北海道実行委員会に納付しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合は、会⾧は使用料を免除することができる。 

（１） 第５条第１項第１号から第４号までに規定する団体が使用するとき。 

（２） その他会⾧が特別な事情により必要があると認めたとき。 

２ 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、第８条に規定する許可申請の際に、

「第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等使用

料免除申請書」（別記第６号様式）を会⾧に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定に基づく使用料は、前条第２項に規定する通知の日から起算して、３０日以内

（振込期限の日が金融機関の休業日の場合はその翌日）に会⾧が送付する納入通知書により指

定期日までに振り込むものとする。 

４ 北海道実行委員会は、収納した使用料を開催準備の経費に充てるものとする。 

５ 納入された使用料は返還しない。 

 

（使用上の遵守事項） 

第１１条 標章及びスローガンを使用する者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

（１） 許可された用途にのみ使用し、許可条件に従うこと。 

（２） 使用権を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。 

（３） 定められた色、形等を正しく使用し、規格外の展開など応用使用はしないこと。 



（４） 原則として、標章等を使用する物件に許可番号を付記すること。ただし、その形状等か

ら許可番号を付記することが困難な場合はこの限りではない。 

（５） 標章等を使用する物件の完成見本を速やかに会⾧に提出すること。ただし、完成見本の

提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。 

（６） 使用許可された物件について、商標又は意匠登録の出願をしないこと。 

（７） 当該物件の使用にあたっては、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。事故、

苦情等が発生した場合は、誠意をもって必要な措置を講じた上、直ちに会⾧に報告するこ

と。なお、当該物件を原因とする事故に対しては、北海道実行委員会は一切の責任を負わ

ない。 

 

（許可内容の変更） 

第１２条 使用者が、許可された内容について変更しようとする場合は、あらかじめ「第 78 回国

民スポーツ大会冬季大会スケート競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等使用内容変更申

請書」（別記第７号様式）を会⾧に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 会⾧は、使用を許可した内容の変更を許可するときは、「第 78 回国民スポーツ大会冬季大会

スケート競技会･アイスホッケー競技会に係る標章等使用内容変更許可書」（別記第８号様式）

により、当該使用者に通知するものとする。 

３ 第１項の申請については、第４条から前条までの規定を準用する。 

 

（実地調査等） 

第１３条 会⾧は、使用者に対し、使用状況について実地調査を行い、又はその使用状況を証す

る書類の提出を求めることができる。 

 

（違反に対する処置） 

第１４条 会⾧は、標章等の使用がこの規程又は許可内容に違反していると認められる場合は、

使用状況の変更を求めるほか、当該許可を取り消し、当該許可に係る物件の回収を命ずること

ができる。 

２ 前項の規定による許可の取り消しは、「第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会･ア

イスホッケー競技会に係る標章等使用許可取消書」（別記第９号様式）をもって行うものとする。 

３ 第１項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件を使用してはならない。 

４ 第１項の規定により当該許可に係る物件の回収を命ぜられた者は、速やかに当該許可に係る

物件を回収しなければならない。 

５ 会⾧は、許可を得ずに標章等を使用している者又は使用しようとしている者に対して、その

標章等の使用停止及び使用に係る物件の回収を求める等適切な措置を取ることができる。 

６ 北海道実行委員会は、前各項の規定による許可の取消し等により使用者等に生じた損害につ

いて、一切の責任を負わないものとする。 

 

 



（経費等の負担） 

第１５条 北海道実行委員会は、この規程による使用許可の申請に要した費用、実施に係る経費

及び役務を負担しない。 

２ 北海道実行委員会は、標章等の使用に係る損失補償等の一切の責任を負わないものとする。 

 

（補則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、標章等の使用の取扱いについて必要な事項は、会⾧が

別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和５年●月●●日から施行する。 

 

別表（第１０条関係） 

１ 販売を目的とするもの（商品） 小売価格（消費税等賦課前）×３％×製造個数 

２ 販売以外を目的とするもの 

（１） 景品、有償貸出 

（２） 広告宣伝 

製造価格×３％×製造個数 

使用する媒体の広告料×３％ 

ただし、自社媒体での展開や自社で配布するなど、 

媒体費用が発生しない場合は協議により決定 

３ その他営利を目的とするもの 協議により決定 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

年  月  日 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 様 

 

（申請者） 

住 所 

氏 名 ( 名 称 )              ○印  

連 絡 先 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等公共目的使用許可申請書 

 

下記のとおり標章等を使用したいので、第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技

会・アイスホッケー競技会に係る標章等使用取扱規程第５条第１項の規定により申請します。 

なお、使用にあたっては、同規程に定める事項を遵守します。 

 

記 

 

 １ 申請内容 

使用標章等  

使用目的  

使用対象物件  

使用方法 （種類、規格、数量等） 

使用場所  

使用期間 年   月   日 ～   年   月   日 

作成数  

 

２ 添付書類 

(1) 企画書（デザイン、レイアウト図、原稿、設計図等） 

(2) 申請者の概要が分かるもの（２回目以降は内容に変更がなければ省略可） 

(3) その他参考となる資料 



 

第２号様式（第５条、第８条関係） 

年  月  日 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 様 

 

（申請者） 

住 所 

氏 名 ( 名 称 )              ○印  

連 絡 先 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等使用報告書 

 

（令和５年度） 

№ 種別 
使用標章

等 
使用目的 

使用対象

物件 
使用期間 作成数 

許可 

年月日 
許可番号 

１ 

公共目的 

 

商業目的 

       

２ 

公共目的 

 

商業目的 

       

３ 

公共目的 

 

商業目的 

       

４ 

公共目的 

 

商業目的 

       

５ 

公共目的 

 

商業目的 

       

 

・使用状況が分かる写真などの参考資料を添付すること。 

・許可年月日及び許可番号については、申請による許可を受けたもののみ記入すること。 

 



第３号様式（第６条関係） 

北実委競第     号 

年  月  日 

 

 
 様 

 

第７８回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 □印  

 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等公共目的使用許可書 

 

    年  月  日付けで申請のありました標章等の使用について、第78回国民スポーツ

大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る標章等使用取扱規程第６条第２

項の規定により下記のとおり許可します。 

 

 

記 

 

 １ 許可内容は、第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技

会に係る標章等公共目的使用許可申請書のとおりとする。 

 

２ 第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る標章

等使用取扱規程を遵守すること。 

 

３ 許可番号を付記すること。  許可番号 北実委競第  号 

 

４ 使用期間は、  年  月  日から  年  月  日までとする。 

 

５ 条件 

  ※許可に際し、条件を付する場合に記載する。 



 
第４号様式（第８条関係） 

年  月  日 
 
第 78 回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 様 
 

（申請者） 

住 所 

氏 名 ( 名 称 )              ○印  

連 絡 先 
 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等商業目的使用許可申請書 

 

下記のとおり標章等を使用したいので、第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・

アイスホッケー競技会に係る標章等使用取扱規程第８条第１項の規定により申請します。 

なお、使用にあたっては、同規程に定める事項を遵守します。 
 

記 
 
 １ 申請内容 

使 用 標 章 等  

使 用 目 的  

使 用 対 象 物 件  

使 用 方 法 （種類、規格、数量等） 

商 品 名  

使 用 場 所  

使 用 期 間 年  月  日 ～   年  月  日 

使 用 料 
( 小 数 点 以 下 切 捨 ) 

商 品 又

は 景 品 

価 格 ① ※ 円 

製 造 個 数 ②  

総 額 ③ （ ① × ② ） 円 

広 告 制 作 費 用 ④ 円 

使 用 料 （③又は④×３％） 円 

※商品の場合は小売価格（消費税等賦課前）、景品の場合は製造価格を記載。 

２ 添付書類 

(1) 企画書（デザイン、レイアウト図、原稿、設計図等） 

(2) 申請者の概要が分かるもの（２回目以降は内容に変更がなければ省略可） 

(3) その他参考となる資料 



第５号様式（第９条関係） 

北実委競第     号 

年  月  日 

 

 
 様 

 

第７８回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 □印  

 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等商業目的使用許可書 

 

    年  月  日付けで申請のありました標章等の使用について、第78回国民スポーツ

大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る標章等使用取扱規程第９条第２

項の規定により下記のとおり許可します。 

 

 

記 

 

１ 許可内容は、第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技

会に係る標章等商業目的使用許可申請書のとおりとする。 

 

２ 第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る標章

等使用取扱規程を遵守すること。 

 

３ 許可番号を付記すること。  許可番号 北実委競第  号 

 

４ 使用期間は、  年  月  日から  年  月  日までとする。 

 

５ 使用料  金       円 

 

６ 条件 

  ※許可に際し、条件を付する場合に記載する。 



 

第６号様式（第10条関係） 

年  月  日 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 様 

 

（申請者） 

住 所 

氏 名 ( 名 称 )              ○印  

連 絡 先 

 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等使用料免除申請書 

 

第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る標章等使

用取扱規程第１０条第２項の規定により、下記のとおり使用料の免除を申請します。 

 

 

記 

 

 （免除を申請する理由） 



 

第７号様式（第12条関係） 

年  月  日 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 様 

 

（申請者） 

住 所 

氏 名 ( 名 称 )              ○印  

連 絡 先 

 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等使用内容変更申請書 

 

  年  月  日付け北実委競第  号で許可を受けた内容について下記のとおり変更

したいので、第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係

る標章等使用取扱規程第１２条第１項の規定により申請します。 

なお、変更後の使用にあたっては、同規程に定める事項を遵守します。 

 

 

記 

 

 （変更内容） 



第８号様式（第 12 条関係） 

北実委競第     号 

年  月  日 

 

 
 様 

 

第７８回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 □印  

 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等使用内容変更許可書 

 

    年  月  日付けで申請のありました北実委競第  号の標章等の使用内容の変更

について、第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る

標章等使用取扱規程第１２条第２項の規定により下記のとおり許可します。 

 

 

記 

 

１ 変更許可内容は、第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー

競技会に係る標章等使用内容変更許可申請書のとおりとする。 

 

２ 第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る標章

等使用取扱規程を遵守すること。 



第９号様式（第 14 条関係） 

北実委競第     号 

年  月  日 

 

 
 様 

 

第７８回国民スポーツ大会冬季大会 

北海道実行委員会 

会⾧  鈴木 直道 □印  

 

 

第 78 回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る 

標章等使用許可取消書 

 

    年  月  日付けで申請のありました北実委競第  号の標章等の使用について、

第78回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会・アイスホッケー競技会に係る標章等使用

取扱規程第１４条第２項の規定により取り消します。 


